
◎原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を

改正する法律 
（令和三年三月三一日法律第一六号）   

一、 提案理由（令和三年二月二四日・衆議院内閣委員会） 

○井上国務大臣 この度政府から提出いたしました原子力発電施設等立地地域の振興に

関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御

説明申し上げます。 

 原子力発電施設等の立地地域において、防災インフラ整備への支援及び企業投資、誘

致に資する不均一課税への支援を引き続き実施していくため、令和三年三月末までとさ

れている原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を十年間延長

するものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院内閣委員長報告（令和三年三月九日） 

○木原誠二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、原子力発電施設等の立地地域において、防災インフラ整備への支援等を引き

続き実施していくため、令和三年三月末までとされている原子力発電施設等立地地域の

振興に関する特別措置法の有効期限を十年間延長するものであります。 

 本案は、去る二月二十四日本委員会に付託され、同日井上国務大臣から趣旨の説明を

聴取いたしました。次いで、三月五日に質疑を行い、質疑終局後、本案に対し、立憲民

主党・無所属より、法律の目的規定について、福島第一原子力発電所の事故により様々

な影響が生じていることを明記する等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴

取いたしました。 

 次いで、原案及び修正案について討論を行い、採決した結果、修正案は賛成少数をも

って否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月五日） 

 立地地域における防災・安全のための避難道路、避難所等のインフラ整備は、原子力

発電の推進、反対の立場に関わりなく、また、稼働中、休止中、廃炉作業中を問わず、

今そこに原子力発電施設がある中で待ったなしの課題であり、政府は、本法の施行に当

たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。 

一 福島第一原子力発電所事故の教訓を重く受け止め、運転を停止している原子力発電

所を含めた原子力発電施設等の安全性を確保するため、万全の措置を講ずること。 

二 広域避難等を想定し、国が主導的に関係地方公共団体等と調整を行い、必要な財源



を確保しつつ、複数の府省の所管にまたがる施策を総合的かつ実効的に推進すること

で、避難先の確保や災害時に住民が円滑に避難できる道路等、必要な防災インフラを

適切に整備し、避難計画の実効性を担保するよう努めること。 

三 本法は、これまで地方税の不均一課税に伴う措置、国庫補助率の嵩上げ等を活用し

ながら、原子力発電施設等立地地域における振興を行ってきたところ、今後、振興計

画の策定及び変更を行うに当たっては、原子力発電施設等立地地域における脱炭素社

会の実現に向けた取組の在り方を踏まえ、新エネルギー源（エネルギー源としての水

素及び再生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネ

ルギー源として永続的利用することができると認められるものをいう。）をいう。）の

利用に関連する産業の振興に関しても十分に配慮すること。 

四 政府は、温室効果ガスの大幅な削減に向けて、徹底した省エネルギーの取組を推進

するとともに、新エネルギー源の主力電源化を実現するため、発電コストを低減する

技術、高性能の燃料電池や蓄電池の開発支援など、実効性のある施策を講ずることと

しているが、原子力発電施設等立地地域においても、脱炭素社会の実現に配慮しつつ、

新エネルギー源の拡大に向けた施策の在り方を総合的に検討し、必要な措置を講ずる

こと。 

五 必要な場合の法律の見直しや更なる補助の拡充の検討など、原子力発電施設等立地

地域の振興を不断に推進すること。 

三、参議院内閣委員長報告（令和三年三月二六日） 

○森屋宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、原子力発電施設等の周辺の地域において、引き続き生活環境、産業基盤

等の整備に必要な特別措置を講ずるため、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特

別措置法の有効期限を令和十三年三月三十一日まで十年間延長しようとするものであり

ます。 

 委員会におきましては、本特措法が果たしてきた役割、原発事故の発生等を踏まえた

見直しの必要性、防災インフラの早期整備の必要性等について質疑が行われましたが、

その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民の木戸口理事より反対、日

本共産党の田村委員より反対の旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をい

たしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月二六日） 

 立地地域における防災・安全のための避難道路、避難所等のインフラ整備は、原子力



発電の推進、反対の立場に関わりなく、また、稼働中、休止中、廃炉作業中を問わず、

今そこに原子力発電施設がある中で待ったなしの課題であり、政府は、本法の施行に当

たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 福島第一原子力発電所事故の教訓を重く受け止め、運転を停止している原子力発電

所を含めた原子力発電施設等の安全性を確保するため、万全の措置を講ずること。 

二 広域避難等を想定し、国が主導的に関係地方公共団体等と調整を行い、必要な財源

を確保しつつ、複数の府省の所管にまたがる施策を総合的かつ実効的に推進すること

で、避難先の確保や災害時に住民が円滑に避難できる道路等、必要な防災インフラを

適切に整備し、避難計画の実効性を担保するよう努めること。 

三 本法は、これまで地方税の不均一課税に伴う措置、国庫補助率のかさ上げ等を活用

しながら、原子力発電施設等立地地域における振興を行ってきたところ、今後、振興

計画の策定及び変更を行うに当たっては、原子力発電施設等立地地域における脱炭素

社会の実現に向けた取組の在り方を踏まえ、新エネルギー源（エネルギー源としての

水素及び再生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エ

ネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。）をい

う。）の利用に関連する産業の振興に関しても十分に配慮すること。 

四 政府は、温室効果ガスの大幅な削減に向けて、徹底した省エネルギーの取組を推進

するとともに、新エネルギー源の主力電源化を実現するため、発電コストを低減する

技術、高性能の燃料電池や蓄電池の開発支援など、実効性のある施策を講ずることと

しているが、原子力発電施設等立地地域においても、脱炭素社会の実現に配慮しつつ、

新エネルギー源の拡大や送配電事業の充実、使用済核燃料対策や廃炉の具体化に向け

た施策の在り方を総合的に検討し、必要な措置を講ずること。 

五 振興計画を始めとした支援措置に関連する情報を適時適切に公開し、その運用の透

明性を確保すること。 

六 必要な場合の法律の見直しや更なる補助の拡充の検討など、電源立地地域の振興に

関する他の支援策との機能的な連携を図りながら、原子力発電施設等立地地域の振興

を不断に推進すること。 

  右決議する。 

 


